
 

 

 

〈先着順方式による売払いの流れ〉 

 

① 公告（先着順方式） 

・令和６年３月１８日（月） 

①売却物件の公告 

・県の機関、県のホームページ 

  

 

 

 

 

 

 

  

② 資料の配布等 

・令和６年３月１８日（月）～ 

  ※公告日以降 

②ホームページからダウンロード 

・ 物件調書 

・ 必要書類（売払申請書、共有合意書） 

・ 各物件の詳細な情報については公告記載

の【売却物件に関する問い合わせ先】にお

問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

③売払申請書受付期間 

（総務部管財課まで提出） 

令和６年３月２９日（金）～ 

令和７年３月７日（金） 

午後５時まで必着 

③申込み 

・普通財産売払申請書（様式第12号） 

・印鑑証明書（発行後３ヶ月以内のもの） 

 

 

 

 

④契約者決定 
④契約者決定 

・同一の日に複数の売払申請書を受け付けたと

きは、後日くじ引きにより契約の相手方を決

定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑤契約締結 

・売買契約の締結は、県有財産売買契約書

（様式第7号）により契約者決定の日から

７日以内に行います。 

⑤契約締結（契約の相手方を決定した日から 

７日以内） 

・県と買受人で契約を締結します。 

・契約保証金（契約額の１０％以上）を納入し

てください。 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

⑥売買代金の支払 

契約日から３０日以内 

 

⑥売買代金の支払 

・契約時に契約保証金(契約額の１０％以上)を

支払い、残りを契約締結後３０日以内に支払

うことになります。 

※印紙税等契約に係る費用は落札者の負担とな

ります。 

（代金完納後、物件を引き渡します。） 

 

 

 

 

⑦所有権の移転登記 
⑦所有権の移転登記 

・登記手続は県が行います。 

登記に必要な書類を提出していただきます。 

※登録免許税等所有権の移転に係る費用は落札

者の負担となります。 

※仲介手数料及び司法書士に対する登記手数料

は不要です。 

                                             


